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和歌山大学大学院経済学研究科規則 

制  定 平成 ５年 ４月 ９日 

最終改正 令和 ３年 ２月１８日 

 （趣旨） 

第１条 和歌山大学大学院経済学研究科（以下「研究科」という。）に関する事項は、和歌

山大学学則（以下「学則」という。）及び和歌山大学学位規程（以下「学位規程」という。）

に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

 （研究科の目的） 

第１条の２ 研究科は、複合的な専門的知識を活用し、高度な分析力とマネジメント力を備

えたリーダーとして、多様な主体と協力して経済社会の急速な変化に対応できる協創人材

を養成することを目的とする。 

２ 前項の人材は、経済社会において指導的役割を担える人材、戦略的意思決定を担う専門

的職業人、学問を身につけた研究職従事者を意味する。 

 （入学者の選考） 

第２条 入学者の選考の方法、時期等は研究科会議において定める。 

（研究科担当教員） 

第３条 研究科の授業及び研究指導は、教育研究上の指導能力を有する教員が担当する。 

２ 研究科の授業及び研究指導を担当する教員の選考基準は、別に定める。 

（専攻、授業科目及び単位数） 

第４条 研究科に次の専攻を置く。 

  経済学専攻 

２ 研究科は、第１条の２の目的を達成するために、必要な授業科目を開設する。 

３ 研究科が開設する授業科目及び単位数は、研究科会議の議を経て、別に定める。 

第５条 （削除） 

 （修了要件） 

第６条 学生は、研究科修士課程（以下「課程」という。）を修了するためには、学則第５６

条に規定された標準修業年限以上在学し、別に定める履修方法により、３０単位以上を修

得しなければならない。 

 （教育方法の特例） 

第６条の２ 研究科は、研究科会議において教育上特別な必要があると認めた場合は、夜間

その他特定の時間又は時期における授業又は研究指導等を行うことができる。 

２ 教育方法の特例による履修方法については、別に定める。 

 （標準修業年限の特例） 

第６条の３ 学則第５６条第３項の規定に関する研究科の取扱については、和歌山大学大学

院経済学研究科社会人短期履修制度に関する規程に定める。 

第６条の４ 学則第７５条の２第２項の規定に関する研究科の取扱については、和歌山大学

大学院経済学研究科長期履修学生規程に定める。 

 （履修登録） 

第７条 学生は、履修しようとする授業科目を、所定の期日までに、指導教員の指導をうけ

て、研究科長に届け出なければならない。 

２ 履修上必要なその他の届については、別に定める。 
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 （他の大学院等における修得単位の取扱い） 

第７条の２ 学則第７２条、第７３条及び第８２条の規定により修得した単位は、研究科会

議の議を経て、研究科において修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の単位のうち本学大学院で修得した単位の取扱いについては、別に定める。 

３ 第１項の単位のうち外国の大学院を含む他の大学の大学院（以下「他大学院」という。）

において修得した単位については、１０単位を超えない範囲とする。 

 （再入学及び転入学における既修得単位の取扱い） 

第７条の３ 学則第６３条及び第６４条第２項により入学を許可された者の既に修得した授

業科目及び単位数は、研究科会議の議を経て、研究科において修得したものとみなすこと

ができる。 

 （入学前の既修得単位の認定） 

第７条の４ 学則第７４条の規定により、本学大学院及び他大学院において修得した単位（科

目等履修生として修得した単位を含む。）は、研究科会議の議を経て、研究科において修得

したものとみなすことができる。 

２ 前項の単位のうち本学大学院において修得した単位の取扱いについては、別に定める。 

３ 第１項の単位のうち、他大学院で修得した単位は、編入学、転入学を除き、第７条の２

第３項の単位とあわせて１０単位を超えない範囲とする。 

 （試験） 

第８条 履修した各授業科目の合否は、試験又は研究報告等によって認定する。 

２ 疾病その他やむを得ない事由のため、受験できなかつた者に対しては、研究科会議の議

を経て追試験を行うことがある。 

第９条 （削除） 

 （修士論文の提出等） 

第１０条 修士課程に１年以上在学し、別に定める方法により１２単位以上を修得し、かつ、

必要な研究指導を受けた者は、修士論文を所定の期間内に研究科長に提出することができ

る。 

２ 第６条の３に該当する者は、前項の１年を６ヶ月に読み替える。 

 （修士論文の審査及び最終試験） 

第１１条 学位規程第８条及び第９条に基づいて行われる修士論文の審査及び最終試験に関

する事項は、別に定める。 

 （課程修了の認定） 

第１２条 課程修了の認定は、研究科会議の議を経て研究科長が認定する。 

 （学位） 

第１３条 学則及び学位規程の定めるところにより研究科において授与される学位は修士

（経済学）とする。 

 （科目等履修生） 

第１４条 研究科の学生以外の者で、研究科の授業科目を履修することを志願する者がある

ときは、科目等履修生として入学を許可することがある。 

２ 科目等履修生が研究科において履修できる単位数は、別に定める。 

 （特別研究学生） 

第１５条 他大学院の学生で、研究科において研究指導を受けることを志願する者があると
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きは、当該大学院との協議に基づき、特別研究学生として入学を許可することがある。 

２ 前項の特別研究学生に関し必要な事項は、別に定める。 

 （特別聴講学生） 

第１６条 他大学院の学生で、研究科の授業科目を履修することを志願する者があるときは、

当該大学院との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可することがある。 

２ 前項の特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。 

 （雑則） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、研究科に関し必要な事項は、研究科会議が定める。 

   附 則 

１ この規則は、平成５年４月９日から施行し、平成５年４月１日から適用する。 

２ 平成４年度以前の入学生については、この規則にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則（平成６年４月１４日一部改正） 

１ この改正規則は、平成６年４月１４日から施行し、平成６年４月１日から適用する。 

２ 平成５年度以前の入学生については、この改正規則にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則（平成８年４月１９日一部改正） 

 この改正規則は、平成８年４月１９日から施行し、平成８年４月１日から適用する。 

   附 則（平成９年２月２８日一部改正） 

 この改正規則は、平成９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１１年３月５日一部改正） 

 この改正規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１３年７月２７日一部改正） 

 この改正規則は、平成１３年７月２７日から施行し、平成１３年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１３年９月２１日一部改正） 

 この改正規則は、平成１３年９月２１日から施行し、平成１３年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１４年３月２２日一部改正） 

 この改正規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１５年３月１９日一部改正） 

１ この改正規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ 平成１４年度以前に入学した学生については、この改正規則にかかわらず、なお従前の

例による。 

   附 則（平成１６年４月１日一部改正：法人和歌山大学規程第１８０号） 

 この改正規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年３月１８日一部改正：法人和歌山大学規程第３９５号） 

 この改正規則は、平成１７年３月１８日から施行する。 

   附 則（平成１８年６月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第５２７号） 

 この改正規則は、平成１８年６月３０日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１８年１１月２２日一部改正：法人和歌山大学規程第５３９号） 

 この改正規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年３月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第６２１号） 

１ この改正規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ 平成１８年度以前に入学した学生については、この改正規則にかかわらず、なお従前の
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例による。 

   附 則（平成２１年７月２３日一部改正：法人和歌山大学規程第９３９号） 

 この改正規則は、平成２１年７月２３日から施行する。 

   附 則（平成２４年１１月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第１３６０号） 

 この改正規則は、平成２４年１２月１日から施行する。 

   附 則（令和元年１１月２７日一部改正：法人和歌山大学規程第２１９１号） 

１ この改正規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 令和２年３月３１日以前に入学した学生及び令和２年３月３１日以前に入学した学生の

属する年次に再入学又は転入学した学生については、この改正規則に関わらず、なお従前

の例による。 

   附 則（令和３年２月１８日一部改正：法人和歌山大学規程第２３２７号） 

１ この改正規則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 令和３年３月３１日以前に入学した学生及び令和３年３月３１日以前に入学した学生の

属する年次に再入学又は転入学した学生については、この改正規則に関わらず、なお従前

の例による。 
 

 
 


